
確　認　事　項 内　　　　　　　　　　容

1 ・ 有 ⇒ 利用案内に記載されている事項を順守します

・ 無 ⇒ お申し込み前に確認をお願いします

2 主　催　者　名 （※申請者と違う場合は、記入してください。）

3 案 内 板 表 記 名 （※記入がない場合は、申請者名を表記します。）

健康教室

4 催 し 物 の 内 容 （※具体的に記入してください。）

健康教室の開催

5 駐車場利用見込台数
（※区役所や地下テナントの利用者で満車となる場合がありますので、公共交通機関
　　のご利用やお車の乗り合わせをお願いします。また、庁舎管理上、大型車の留め
　　置きはできませんので、送迎対応をお願いします。）

　利用見込台数　　　５　　台

6 営業・宣伝目的の確認 （※詳細は「東区プラザ利用案内」を確認してください。）

・ 営業・宣伝目的である　　　　・ 営業・宣伝目的でない

7 対象となる利用者 ・ サークル・会員・会社内　　　・ 一般

・ その他（具体的に記入：　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　）

8 参加費・入場料の有無
・ 有 ⇒ 1 人 当 た り １ ０ ０ 円 内 訳 （ 講 師 謝 礼
）

・ 無

9 販売行為の有無
（※販売行為は原則禁止です。ただし、内容によっては許可する場合があります
　　ので、職員に相談してください。）

・ 有 ⇒ 販売物の内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 無

10 催し物のＰＲの有無
（※内容によっては、チラシの設置・ポスターの掲示をお断りする場合があり
　　ます。）

・ 有 ⇒ ＰＲ方法（　 　　　　　　　　　チラシ、ポスター　　　　　　　　）

・ 無

11 持ち込み備品の有無
・ 有 ⇒ 主 な 備 品 の 内 容 （ パ ソ コ ン （ 電 源 使 用 ）
）

・ 無

12 飲 食 の 有 無 （※飲食の許可条件は「東区プラザ利用案内」を確認してください。）

・ 有 ⇒ 利用施設（　　多目的ルーム１　　）　時間帯（　午前・午後・夜間　）

　　　　 飲食理由（　　　　　　　　　　　水分補給　　　　　　　　　　　）

・ 無

13 新潟市暴力団排除条例 新潟市暴力団排除条例に基づき、施設の利用が暴力団の利益となる行為でないことを

誓約します　　　　　・　　　　　誓約しません

14 ・ 下記の連絡先を紹介する　　　・ 連絡先は教えない

　 名称（名前）　　　　　　　　電話番号（　　　　　）　　　　　－

【施設使用料についての注意事項】

① 新潟市東区プラザ条例（以下「条例」という。）第19条第2項の規定により利用の許可を取り消した場合

② 利用者がその責めに帰することのできない理由によって利用できなかった場合

③ 利用者が利用開始日の30日前までに条例第10条の規定による利用の取止めの申出をした場合

※ 利用開始日前30日を過ぎてから利用の取止め（取消し）をした場合は使用料を納付していただきます
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新潟市東区プラザ施設利用に関する確認事項

「東区プラザ利用案内」
の 確 認 の 有 無

問い合わせがあった
場 合 の 対 応

　新潟市東区プラザは有料施設ですので、施設の利用許可申請をした段階で施設使用料が発生します。
　ただし、下記の場合は使用料が発生しません。


